
 

 

議案第６１号 

 

大口町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 大口町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

ように定めるものとする。 

 

  平成２１年９月３日提出 

 

大 口 町 長  酒 井    

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、スポーツ施設の一部が移転、改修等によりその所在位置

の地番が変わること等に伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからであ

る。 
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大口町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 

大口町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（平成６年大口町条例第２２号） 

の一部を次のように改正する。 

別表第１中「大口町丸一丁目２０番地」を「大口町丸一丁目３８番地１」に、「大

口町丸一丁目２７番地」を「大口町竹田二丁目２０２番地３」に、「大口町秋田二

丁目４４番地の１」を「大口町秋田二丁目４４番地１」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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大口町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 
大口町スポーツ施設の名称及び位置 大口町スポーツ施設の名称及び位置 

 
名称 位置 

大口町野球グラン
ド 

大口町丸一丁目３８
番地１ 

大口町テニスコー
ト 

大口町竹田二丁目２
０２番地３ 

大口町総合運動場
（夜間照明施設） 

大口町下小口六丁目
１５０番地 

わかしゃち国体記
念運動公園 

大口町上小口三丁目
１８１番地 

河北グランド 大口町河北三丁目２
５番地 

秋田グランド 大口町秋田二丁目４
４番地１ 
 

 
名称 位置

大口町野球グラン
ド 

大口町丸一丁目２０
番地 

大口町テニスコー
ト 

大口町丸一丁目２７
番地 

大口町総合運動場
（夜間照明施設） 

大口町下小口六丁目
１５０番地 

わかしゃち国体記
念運動公園 

大口町上小口三丁目
１８１番地 

河北グランド 大口町河北三丁目２
５番地 

秋田グランド 大口町秋田二丁目４
４番地の１ 
 

  

 
 


